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⾷品衛⽣基準科学研究費補助⾦（⾷品安全科学研究事業） 
令和 5―6 年度総括分担研究報告書 

 
果実類の細菌およびウイルスによる⾷中毒発⽣状況 

及び果実類の⾮加熱殺菌⽅法に関する研究 
 
研究分担者 百瀬愛佳 国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所 ⾷品衛⽣管理部 
        岡⽥由美⼦   国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所 ⾷品衛⽣管理部 
研究協⼒者   都丸亜希⼦   国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所 ⾷品衛⽣管理部 
 
研究要旨 

植物性⾷品は動物性⾷品と⽐較して⾷中毒の原因としての注⽬度は低いと考えられるが、
果実類は⽣⾷される機会が多く、近年カット果実の需要も増している。果実類の製造・加⼯
から流通に⾄る過程で病原微⽣物による汚染があった場合、当該菌が⽣残・増殖する可能性
があり、⼀定の⾷中毒発⽣リスクがあると考えられる。従って、令和 5 年度の分担研究にお
いて、果実類の病原微⽣物（細菌、ウイルス）による国内外の⾷中毒発⽣状況および果実類
の汚染状況について⽂献調査を⾏った。また、令和 6 年度には果実類の⾮加熱殺菌法関す
る最新の知⾒についての⽂献調査を実施した。その結果、国内外の果実類を原因⾷品とする
⾷中毒事例において、サルモネラ属菌、ノロウイルスおよび A 型肝炎ウイルスが主要な病
因物質となっていた。欧⽶においては、カンタロープメロン、マンゴー、パパイヤ、ナッツ
等の多様な果実類によるサルモネラ属菌⾷中毒が発⽣しており、ノロウイルスおよび A 型
肝炎ウイルスは冷凍ベリー類・イチゴによる⾷中毒の主要な病因物質となっていることが
確認された。果実類の病原微⽣物による汚染は低レベルと推察されるが、市販されるカット
果実については、加⼯から流通過程での衛⽣管理が最も重要であると考えられた。⾷品の国
際流通の活発化から、国内のみならず海外における⾷中毒発⽣および微⽣物汚染状況もリ
アルタイムで注視していく必要があると考えられた。果実類の⾮加熱殺菌⽅法としては、果
実類の⾮加熱殺菌法に関する最新の知⾒を⽂献調査により収集したところ、40 ppm以上の
過酢酸による処理や、過酢酸と超⾳波及びコールドプラズマの併⽤が 2 log CFU/g 以上の
⾼い菌数低減効果を⽰していた。電解⽔については、近年新規の研究は少なくなっており、
レビューから抽出したところ、単独使⽤で 2 log CFU/g 以上の菌数低減効果を⽰した論⽂
は限られていた。また、効果が⾒られたものはいずれも酸性または微酸性電解⽔であった。
使⽤菌株等の条件により菌数低減効果が異なることが⽰されたため、今後、加熱処理との⽐
較、⾮加熱殺菌法間での同等性を評価する際の検討条件やモデル系を確⽴する必要が⽰唆
された。 
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A. 研究⽬的 
我が国を含む世界各国においては⾷品の

安全性を確保する⽬的で、様々な⾷品に対
し微⽣物規格が定められている。規格項⽬
は主に、過去に⾷中毒が発⽣したことがあ
る病原菌が設定されているが、病原菌の⾷
品汚染率は通常低く、最終製品の微⽣物試
験では汚染状況を⼗分に把握できない場合
も多いことから、病原菌と⾃然界での分布
や⾷品中の挙動が類似している近縁の微⽣
物を広く含む衛⽣指標菌を⽤いることもあ
る。これらの微⽣物規格基準は、⾷品の衛⽣
確保に重要な役割を果たしてきた。また、乳
及び乳製品、⾷⾁製品等、特定の⾷品群につ
いては国が製造基準を定め、安全な⾷品の
製造を担保してきた。本分担研究では、現在 
微⽣物規格が設定されていない⾷品につい
て、その必要性を勘案するための基礎的研
究として、国内外の⾷中毒発⽣状況および
微⽣物汚染状況に関する情報収集を⾏うこ
とを⽬的としている。果実類は、国内におい
て⾷中毒の原因としての注⽬度は低いと考
えられるが、⼀般に⽣⾷される機会が多い
ことから、病原微⽣物汚染があった場合、喫
⾷までの過程で加熱等の確実なリスク低減
の機会が少ない。また、近年はカット果実の
需要も増しており、製造・加⼯から流通まで
の過程で病原微⽣物による汚染があった場
合、喫⾷までに当該菌が⽣残もしくは増殖
する可能性があり、⼀定の⾷中毒発⽣リス
クがあると考えられる。海外の例として、⽶
国において 2019 年にカットメロンを原因
⾷品とするサルモネラ⾷中毒が発⽣し、100
⼈を超える患者が報告された。また、同年に
同じく⽶国においてカット済のミックスフ

ルーツ製品によるサルモネラ⾷中毒が発⽣
し、こちらも 100 ⼈を超える患者が報告さ
れている。 

このような背景から、令和 5 年度は、果
実類の病原微⽣物（細菌、ウイルス）による
国内外の⾷中毒発⽣状況および果実類の微
⽣物汚染状況について⽂献調査を⾏った。 
また、令和 6 年度には、過熱せずに喫⾷す
る機会の多い果実類の⾮加熱殺菌⽅法につ
いて、最新の知⾒を得ることを⽬的とした
⽂献調査を実施した。 
 
B. 研究⽅法 
1. “果実類”の定義 

総務省の⽇本標準商品分類、厚⽣労働省
の国⺠健康・栄養調査で⽤いられる⾷品群
別表、および農林⽔産省における作況調査
の調査対象品⽬から、果実類に分類される
⾷品をまとめた。なお、⽇本標準商品分類
は、統計法上の統計基準ではないものの、統
計を商品別に表⽰する場合の標準として⽤
いられている技術的な分類基準であること
から参照した。 
 
2. 果実類による国内の⾷中毒発⽣状況 
 厚⽣労働省の⾷中毒統計資料より、2000
年以降の事例のうち果実類が原因⾷品に含
まれるものを抽出した。また、国⽴感染症研
究所・感染症疫学センターより公表されて
いる病原微⽣物検出情報（IASR; Infectious 
Agents Surveillance Report）の 2000年以降
の⽉報掲載記事より、果実類が関係する事
例報告を抜粋した。 
 
3. 果実類による海外での⾷中毒発⽣状況 
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 国内事例と同様に、IASRの 2000年以降
の⽉報掲載記事より、果実類が関係する事
例報告を抜粋した。また、国⽴医薬品⾷品衛
⽣研究所・安全情報部第⼆室が⾷品の安全
性に関する国際機関や各国公的機関等の最
新情報を収集し隔週で発⾏している「⾷品
安全情報（微⽣物）」より、2000年以降に海
外で発⽣した事例のうち果実類が原因⾷品
に含まれるものを整理し、あわせてまとめ
た。 
 
4. 果実類の微⽣物汚染状況 

国内事例において単独で原因⾷品となっ
ていたものについて、医学中央雑誌データ
ベースを⽤いて⽂献検索を⾏った。また、欧
州委員会（EC）健康・消費者保護総局（2014
年まで）並びに健康・⾷品安全総局（2015
年から）の、⾷品および飼料に関する早期警
告システム（RASFF; Rapid Alert System for 
Food and Feed）より、過去 10年間の主な
微⽣物関連通知の中から、果実類に関する
情報（カビは除く）を抽出しまとめた。 
 
5．⽣鮮果実類等を対象とした⾮加熱殺菌・
消毒⼿法に関する⽂献調査 

国内外の医学⽂献データベースを総括的
に検索できる東京⼤学の⽂献検索システム
TREE （ University of Tokyo Resource 
Explorer）を⽤いて、2020年 1 ⽉ 1⽇から
2024年 6⽉ 17⽇までに発⾏された論⽂の
うち、キーワード「 disinfection fresh 
vegetable」及び「 disinfection fresh fruit」
で検索し、重複等を除去して得られた論⽂
を抽出した。それらの内容を精査し、果実類
から⾷中毒菌及び⽣菌数の低減効果を確認
した論⽂を選定して、結果の取りまとめを
⾏った。 

 
6.  諸外国における⽣鮮野菜類を原因⾷
品とする細菌性⾷中毒についての調査 
  国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所安全情報部が
発出している「⾷品安全情報」から、令和 6
年〜令和 7年 3 ⽉までに記載された諸外国
における⽣鮮野菜類等を原因とする集団⾷
中毒事例の情報を抽出した。 
 
 
 
C. 研究結果 
1. “果実類”の定義 

総務省の「⽇本標準商品分類（平成 2 年
6⽉改定）」から、農産⾷品と農産加⼯⾷品
に分類されている⾷品を令和 5 年度分担報
告書表 1 にまとめた。⽇本標準商品分類に
よると、「果実」には、かんきつ類・仁果類・
核果類・しょう果類・穀果類・熱帯性および
亜熱帯性果実・その他の果実が分類される。
栗・銀杏・クルミ・アーモンド等のナッツ
（nuts）が穀果類として果実に含まれる⼀
⽅、いちご・メロン・スイカ等は果実的野菜
として、また梅・ゆず類は⾹⾟野菜及びつま
もの類として野菜に分類されていた。 
厚⽣労働省による国⺠健康・栄養調査で
⽤いられている⾷品群分類で、「果実類」「種
実類」に分類されている⾷品を令和 5 年度
分担報告書表 2 にまとめた。国⺠健康・栄
養調査では、「果実類」には、⽣果（いちご、
柑橘類、バナナ、りんご、その他の⽣果）、
ジャム、果汁・果汁飲料が分類される。その
他の⽣果には、スイカや温室メロン、露地メ
ロンが含まれていた。栗、ぎんなんなどのナ
ッツは種実類として、果実類とは別の⾷品
群に分類されていた。 
農林⽔産省では、概ね 2 年以上栽培する
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草本植物及び⽊本植物であって、果実を⾷
⽤とするものを「果樹」として取り扱ってお
り、⼀般的にはくだものとは呼ばれていな
いと思われる栗や梅などを果樹としている
⼀⽅、くだものと呼ばれることのあるメロ
ンやイチゴ、スイカ（いずれも⼀年⽣草本植
物 ） などは野菜と し て取り扱っ て い る
（https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fr
uits/teigi.html）。農林⽔産省の野菜⽣産出
荷統計ならびに果樹⽣産出荷統計における
調査対象品⽬を令和 5 年度分担報告書表 3
にまとめた。 
 以上より、⽇本標準商品分類の「果実加⼯
品」に含まれる品⽬も考慮し、本研究報告に
おいては以下の⾷品群を“果実類”として調
査対象とした。 
・6974 ⾹⾟野菜及びつまもの類 のうち 

 697412 うめ、697413ゆず類 
・6978 果実的野菜 全て 
・698  果実 全て 

（穀果類（ナッツ）も含む） 
・722  果実加⼯品 全て 
・72811  ピーナッツ製品（落花⽣油を除く） 
（数字は、⽇本標準商品分類の分類番号を
⽰す（令和 5 年度分担報告書表 1）。） 
なお、種実類のうち、ゴマやえごまなど⼩粒
のものはナッツには含めず、本研究の調査
対象からは除外した。 
 
2. 果実類による国内の⾷中毒発⽣状況 
2000 - 2023年に⽇本国内で発⽣した、果

実類による細菌・ウイルス性⾷中毒を令和
5 年度分担報告書表 4 にまとめた。⾷中毒
事例（疑い含む）の内、原因⾷品に果実類が
含まれる事例は 48件であった。その中で原
因⾷品に果実類以外の⾷材が含まれていな
いものは 4 事例で、アンデスメロンのサル

モネラ属菌によるものが各 1 件、冷やしパ
イン並びに柿のノロウイルスによるものが
各 1 件、りんごの腸管出⾎性⼤腸菌による
ものが 1 件であった。2023年のりんごの腸
管出⾎性⼤腸菌による事例は、リンゴ⾃体
の汚染ではなく提供される過程で何らかの
原因により汚染された可能性があると発表
された。 
 
3. 果実類による海外の⾷中毒発⽣状況 
2000 年以降に諸外国において発⽣した、

果実類による細菌・ウイルス性⾷中毒を令
和 5 年度分担報告書表 5 にまとめた。原因
となった病原微⽣物は、サルモネラ属菌、ノ
ロウイルス、A 型肝炎ウイルスが上位 3 種
を占めていた。原因となった⾷品は、サルモ
ネラ属菌についてはアーモンド、ピーナッ
ツ（ピーナッツバター含む）などのナッツお
よびカンタロープ、マンゴー、パパイヤ、オ
レンジジュース等多様な果実類が報告され
ており、ノロウイルスおよび A 型肝炎ウイ
ルスについては冷凍ラズベリーなどのベリ
ー類およびイチゴが主に報告されていた。
原因となった果実類は、輸⼊されたものが
多かった。この他、アップルサイダーや⽣鮮
イチゴによる E. coli O157:H7事例、カンタ
ロ ー プ や 薄 切 り リ ン ゴ に よ る L. 
monocytogenes 事例の報告もなされていた。 

 
4. 果実類の微⽣物汚染状況 
4-1. 国内における果実類の微⽣物汚染状
況 
 医学中央雑誌データベースを⽤い、タイ
トルもしくは抄録にキーワードを含むもの
を検索し、メロン: 314 件、パイン/パイン
アップル/パイナップル: 317 件がヒットし
た。タイトルおよび抄録より、微⽣物汚染状
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況について記述されていると推定される⽂
献（メロン: 6件、パイン/パインアップル/
パイナップル: 6 件）を抽出し､内容を精査
して最終的に 3 件の⽂献データをまとめた。 
 内 1 件は事例報告である。古い事例であ
るが、1997年に保育園において発⽣した腸
管出⾎性⼤腸菌 O157:H7 集団⾷中毒事例
では、デザートとして供されたメロンが原
因⾷品となっており、汚染菌数は 43 CFU/g
（摂取菌数: 約 2,000 CFU/⼈）であった 1)。
他の 2 件 2,3) は国内で市販されているカッ
ト果実の微⽣物汚染を調査しており、それ
によると、⼀般⽣菌数および⼤腸菌（E.coli）
陽性率は冬季と⽐較して夏季に⾼い傾向が
認められたものの、サルモネラ属菌および
病原性⼤腸菌による汚染は低レベルである
と推察されたが 3)、カットされたメロン、ス
イカ、パイナップル、グレープフルーツ、オ
レンジ、キウイの内、メロン、スイカおよび
パイナップルから⼤腸菌群および糞便系⼤
腸菌が検出されていた 2)。市販のカット果
実に⾷中毒細菌汚染があった場合、喫⾷ま
で当該菌が⽣残もしくは増殖する可能性が
あるため、カット果実による⾷中毒のリス
ク低減のためには加⼯から流通過程での微
⽣物汚染防⽌と 10 ℃以下の低温管理が重
要であると考察されていた 2)。 
 
4-2. 欧州欧州連合・欧州経済領域における

果実類の微⽣物汚染状況 
過去 10年間（2014〜2023年）の欧州連

合・欧州経済領域（EU-EEA）域内での果実
類汚染事例について、ナッツを除く果実類
とナッツを分けて表にまとめた（令和 5 年
度分担報告書表 6-1、6-2）。表 6-1および 6-
2 中に事例数は反映されていないが、ナッ
ツを除く果実類では、ラズベリー等のベリ

ー類およびイチゴのノロウイルスによる汚
染が最も多く、A 型肝炎ウイルスまたはサ
ルモネラ属菌による汚染も認められた。ナ
ッツではサルモネラ属菌による汚染事例が
最も多く認められた。 

 
5. ⽣鮮果実類等を対象とした⾮加熱殺菌・
消毒⼿法に関する⽂献調査 
TREE を 使 ⽤ し て キ ー ワ ー ド
「 disinfection fresh vegetable 」 及 び
「disinfection fresh fruit」を⽤いた⽂献検索
を⾏い、2020年から 2024年 6⽉に発⾏さ
れた論⽂ 329 論⽂が抽出された。そこから
重複、レビュー、⽇本語と英語以外の⾔語で
執筆されたもの、モデル系の確⽴、耐性菌、
消毒副産物、市場調査、評価⼿法の確⽴等に
関する論⽂を除去し、果物をっ⽤いて消毒
⼿法による微⽣物低減効果を菌数で評価し
た論⽂を抽出した結果、75 報が選定された。
更に、⾷中毒菌に対する低減効果が⽰され
た論⽂を選定し、原著論⽂ 19報について結
果を取りまとめた。その調査結果概要を令
和 6 年度分担報告書表 1に⽰した。対象と
した果実ごとに分類したところ、イチゴを
対象とした論⽂は 8報、ブルーベリー4報、
リンゴ 3 報、パイナップル、柿、マンゴー
の⽪、複数の果実が各 1 報であった。⾮加
熱殺菌法としては、過酢酸、過酸化⽔素、ク
エン酸、乳酸、オゾン等の化学的殺菌法、紫
外線、超⾳波、プラズマ、マイクロバブル、
発光ダイオード等の物理的殺菌法、及びそ
れらの組み合わせが検討されていた。 
低減対象微⽣物としてはサルモネラ、セレ
ウス菌、⼤腸菌、リステリア・モノサイトゲ
ネス及びその代替としてのリステリア・イ
ノキュア、マウスノロウイルス、⽣菌数が挙
げられていた。 
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 ⽣鮮果実上の⾷中毒菌に対する低減効果
が 2 log CFU/g 以上であった⾮加熱殺菌法
としては、40 ppm過酢酸（イチゴ上のリス
テリア・モノサイトゲネスに対し 3.8 log 
CFU/g 及びサルモネラ属菌に対し 4.1log 
CFU/gの低減効果）、1％乳酸（イチゴ上の
リステリア・モノサイトゲネスに対し 2.4 
log CFU/g 及びサルモネラ属菌に対し 2.3 
log CFU/g の低減効果）、1％酢酸（イチゴ
上のリステリア・モノサイトゲネスに対し
2.4 log CFU/g 及びサルモネラ属菌に対し
3.1 log CFU/g の低減効果）、1％クエン酸
（イチゴ上のリステリア・モノサイトゲネ
スに対し 3.2 log CFU/g 及びサルモネラ属
菌に対し 3.3 log CFU/g の低減効果）が挙
げられていた。⼀⽅、同濃度の過酢酸のイチ
ゴ上のサルモネラに対する低減効果が 2 log 
CFU/sample 未満とする論⽂もあり、初発
菌量や使⽤菌株等で異なる結果が⾒られる
場合があった。その場合も、40ppmの過酢
酸で 2分間処理したのち、4℃で 5⽇間イチ
ゴを保存すると、2.5 log CFU/sampleの低
減効果を⽰し、次亜塩素酸ナトリウムと同
程度の殺菌効果があるとしていた（令和 6
年度分担報告書表 1⽂献 3）。ブルーベリー
に対しては、遊離塩素 10 ppm または過酢
酸 80 ppmでの洗浄時に 25kHzの低周波超
⾳波を併⽤し、その後コールドプラズマを
⽤いたパッケージ内消毒を⾏うことで、腸
管出⾎性⼤腸菌やサ ル モ ネ ラ を 2 log 
CFU/g低減できる効果を⽰していた（令和
6 年度分担報告書表 1⽂献 11）。リンゴに対
しては、塩素 100〜200 ppmと過酢酸 40〜
80ppm の抗菌液に CO2 の超微細気泡を組
み合わせた殺菌⽅法で、腸管出⾎性⼤腸菌
やリステリア・モノサイトゲネスに対し抗
菌液単独よりも有意に⾼い殺菌効果が得ら

れていた（令和 6 年度分担報告書表 1⽂献
15）。パイナップルに対しては、シトラール
ナノエマルジョン（精油）がサルモネラに対
し 2.57 log CFU/gの低減効果を⽰していた
（令和 6 年度分担報告書表 1⽂献 16）。 
100〜280nmの紫外線 C波（UVC）を⽤

いた⾮加熱殺菌法を検討した論⽂ではイチ
ゴ上のサルモネラに対し、⽔中での UVC処
理と次亜塩素酸ナトリウムの組み合わせで
5 分間の処理により、3.4-4.1 log CFU/g（令
和 6 年度分担報告書表 1⽂献 2）、過酢酸と
の組み合わせで 3.04 log CFU/g （令和 6 年
度分担報告書表 1 ⽂献 8）或いは 6.5 log 
CFU/g（令和 6 年度分担報告書表1⽂献 4）
の低減効果を⽰すなど、強い効果が⾒られ
ていた。リンゴ上のサルモネラに対しても、
254nmの UVC 処理で 3.8 log CFU/g低減
の、リステリアに対しては 3.3 log CFU/g低
減の効果が観察された（令和 6 年度分担報
告書表 1⽂献 13）。 
 電解⽔については、上記 19論⽂では検討
されていなかった。そのため、前述の条件で
検索した 2020年以降に出版された 28報の
レビューにおいて、電解⽔について記載さ
れている 12報を抽出し、その結果を取りま
とめた（令和 6 年度分担報告書表 2）。単独
使⽤で病原微⽣物に 2 log CFU/g 以上の低
減効果を⽰している論⽂は限られ、多くは
2 log CFU/g に満たない効果であった。酸
性電解⽔（pH2.63）での 1〜5 分の処理で、
ブルーベリー上の腸管出⾎性⼤腸菌が 3.9
〜4.4 log CFU/gの低減を⽰した論⽂（令和
6 年度分担報告書表 2⽂献 3）と微酸性電解
⽔（pH5.42）での 3分間の処理でリンゴ上
の腸管出⾎性⼤腸菌が 2.28 log CFU/g、リ
ステリア・モノサイトゲネスが 2.3 log 
CFU/gの低減効果を⽰した論⽂（令和 6 年
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度分担報告書表 2⽂献 5）、マンゴー上の⼤
腸菌に対して中性電解⽔が 2.19 log CFU/g
の低減効果を⽰した論⽂（令和 6 年度分担
報告書表 2 ⽂献 8）があったものの、中性
電解⽔（pH6.9）で 2分間〜30分間の処理
は、リンゴ上のリステリア・モノサイトゲネ
ス及びリステリア・イノキュアに対して 1.5 
log CFU/g 以下の低減のみ⽰していた（令
和 6 年度分担報告書表 2⽂献 3及び 4）。酸
性電解⽔（pH2.82）で 5 分間の処理でも、
リンゴ上のクロノバクター属菌に対して
1.3〜1.8 log CFU/g の低減であり（令和 6
年度分担報告書表 2⽂献 6）、メロン上にお
いても酸性電解⽔（pH2.82）や中性電解⽔
（pH8.18）は同様の結果を⽰していた（令
和 6 年度分担報告書表 2⽂献 6）。⼀⽅、微
酸性電解⽔（pH5.42）とフマル酸及び酸化
カルシウムの組み合わせによる洗浄では、
リンゴ上の腸管出⾎性⼤腸菌とリステリ
ア・モノサイトゲネスに対して 3 log CFU/g
以上の菌数低減効果を⽰していた（令和 6
年度分担報告書表 2⽂献 5 及び 7）。 
 
2）諸外国における⽣鮮野菜類を原因⾷品と
する細菌性⾷中毒についての調査 

令和 6 年及び 7年 3 ⽉までの「国⽴医薬
品⾷品衛⽣研究所安全情報部⾷品安全情報」
で報告された、諸外国における⽣鮮野菜類
を原因とする集団⾷中毒事例は 9 例⾒られ
た（令和 6 年度分担報告書表3）。原因菌は、
サルモネラ属菌が 6 例、腸管出⾎性⼤腸菌
が 3 例であった。原因⾷品は、きゅうりが
2例、葉物野菜が 3例、トマト、⽟ねぎ、⼈
参、クルミ及び発芽種⼦が各 1例であった。
特に感染者数が多い事例の原因⾷品は、き
ゅうりの 551名と、発芽種⼦の 509名であ
り、いずれも原因菌はサルモネラ属菌であ

った。死者は 2事例で各 1名が報告されて
おり、いずれも原因菌は腸管出⾎性⼤腸菌
であった。 
 
D. 考察 
本分担研究では、欧⽶を中⼼として国内

外における果実類を原因とする⾷中毒事例
および微⽣物汚染状況についてまとめた。 

国内の事例では、原因となった果実類が
特定されている例は少ないものの、病因物
質としてサルモネラ属菌およびノロウイル
スが挙げられた。国内の果実類の微⽣物汚
染状況については、検索するデータベース
を増やして情報収集を継続する必要がある
が、⼀般に果実類は⾮加熱で摂取されるた
め、国内で市販されるカット果実について
は加⼯から流通過程での衛⽣管理が最も重
要であると考えられる。 

欧⽶の事例では、「カンタロープ、マンゴ
ー、パパイヤ、ナッツ x サルモネラ属菌」
「冷凍ベリー、冷凍イチゴxノロウイルス、
A 型肝炎ウイルス」の組み合わせが多く報
告され、原因となった果実類は輸⼊された
ものが多かった。微⽣物汚染状況と⽐較す
ると、EU-EEA 域内に限定された情報であ
るものの、⾷中毒事例の病因物質 x 原因⾷
品の組み合わせと⽭盾しない。国内での事
例は報告されていないものの、欧⽶の状況
からノロウイルスおよび A 型肝炎ウイルス
がイチゴやベリー類を汚染する可能性があ
り、冷凍保存中にも感染性を維持している
ことが⽰唆される。輸出⼊の促進により、多
くの果実類が国内に⼊ってくる可能性を考
えると、国内だけでなく海外における微⽣
物汚染状況もあわせてリアルタイムで注視
していく必要があると考えられる。 
2020 年以降に出版された学術論⽂にお
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いて検討された⽣鮮果実上の⾷中毒菌に対
する⾮加熱殺菌法では、40 ppm以上の過酢
酸による処理や、過酢酸と超⾳波及びコー
ルドプラズマの併⽤が 2logCFU/g 以上の
菌数低減効果を⽰していた。電解⽔につい
ては、単独使⽤で 2logCFU/g 以上の菌数低
減効果を⽰した論⽂は限られており、効果
が⾒られたものはいずれも酸性または微酸
性電解⽔であった。⼀⽅、微酸性電解⽔とフ
マル酸及び酸化カルシウムの組み合わせに
よる洗浄では強い菌数低減効果が観察され
ており、⾮加熱殺菌法の組み合わせで⾼い
効果が得られる場合があることが⽰されて
いた。同⼀条件の検討でも果実の種類によ
って菌数効果が異なる論⽂や、同種の果実
を⽤いた類似した条件での結果が異なる論
⽂が⾒られたことから、⾷品マトリクスや
使⽤菌株の耐性による影響が結果に反映し
ていると思われた。そのため、今後新規の⾮
加熱殺菌法について加熱処理や次亜塩素酸
ナトリウムとの同等性を評価するには、対
象菌における使⽤菌株や初発菌量等の検討
条件及び検討モデル等について定める必要
があると思われた。 
 
E. 結論 

国内外の果実類を原因とする⾷中毒事例
において、サルモネラ属菌、ノロウイルスお
よび A 型肝炎ウイルスが主要な病因物質と
なっていた。果実類の病原微⽣物による汚
染は低レベルと推察されるが、国内で市販
されるカット果実については、加⼯から流
通過程での衛⽣管理が最も重要であると考
えられる。今後の輸出⼊のさらなる促進に
より、多くの果実類が国内に⼊ってくる可
能性を考えると、国内だけでなく海外にお
ける⾷中毒発⽣状況および微⽣物汚染状況

もリアルタイムで注視していく必要がある
と考えられた。 

果実類の⾮加熱殺菌法に関する最新の知
⾒を⽂献調査により収集したところ、40 
ppm以上の過酢酸による処理や、過酢酸と
超⾳波及びコールドプラズマの併⽤が 2 log 
CFU/g 以上の⾼い菌数低減効果を⽰して
いた。電解⽔については、近年新規の研究は
少なくなっており、レビューから抽出した
ところ、単独使⽤で 2 log CFU/g 以上の菌
数低減効果を⽰した論⽂は限られていた。
また、効果が⾒られたものはいずれも酸性
または微酸性電解⽔であった。使⽤菌株等
の条件により菌数低減効果が異なることが
⽰されたため、今後、加熱処理との⽐較検討
や、⾮加熱殺菌法間での同等性を評価する
際の検討条件やモデル系を確⽴する必要が
あると思われた。 
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